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    告     示 

和歌山県告示第778号 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第46条第2項の

規定に基づき、指定障害福祉サービス事業者から次のとおり廃止の届出があったので公示する。 

  令和3年8月13日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸  

事業所 

番 号 
事業所の名称 事業所の所在地 

障害福祉サービス

の   種   類 
事業者の名称 

事業者の主たる 

事務所の所在地 

廃 止 

年月日 

3011400

672 

山本クリニック 海南市名高506-4 自立訓練（機能訓

練） 

医療法人久生会 海南市名高506-4 令和 

3.7.31 

 

和歌山県告示第779号 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第51条の14第1

項の指定一般相談支援事業者を次のとおり指定したので公示する。 

  令和3年8月13日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸  

事業所 

番 号 

事業所の 

名  称 
事業所の所在地 

一 般 相 談 

支援の種類 

主たる対象 

とする障害 

種   別 

事業者の 

名  称 

事業者の主たる 

事務所の所在地 

指 定 

年月日 

3031400

645 

ハニーホーム重

根 

海南市重根348-

2 

地域移行支援 

地域定着支援 

特定なし 有限会社ライ

フパートナー 

海南市小野田16

20-101 

令和 

3.8.1 

 

和歌山県告示第780号 

 肥料の品質の確保等に関する法律（昭和25年法律第127号）第13条第1項の規定により、肥料の登録の登

県 章 

発行 和   歌   山   県 

和歌山市小松原通一丁目 1番地 

毎週火、金曜日発行 和歌山県報 
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録事項を変更した旨次のとおり届出があったので、同法第16条第2項の規定により公告する。 

  令和3年8月13日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸  

登録番号 肥料の種類 肥料の名称 業者の名称 
変更があった事項 変 更 

年月日 変 更 前 変 更 後 

和歌山県 

第783号 
乾燥菌体肥料 4.0乾燥菌体肥料K 

和歌山ノーキョー

食品工業株式会社 

代表者変更 
令和 

3.6.30 柏木章宏 竹中英起 

和歌山県 

第784号 
乾燥菌体肥料 4.0乾燥菌体肥料M 

和歌山ノーキョー

食品工業株式会社 

代表者変更 
令和 

3.6.30 柏木章宏 竹中英起 

 

和歌山県告示第781号 

 家畜商法（昭和24年法律第208号。以下「法」という。）第4条の2第1項の規定により、令和3年度和歌

山県家畜商講習会を次の要綱により実施する。 

  令和3年8月13日 

 和歌山県知事 仁 坂 吉 伸  

令和3年度和歌山県家畜商講習会実施要綱 

1 主旨 

この要綱は、法第4条の2第1項の規定に基づき、県が行う家畜商講習会（以下「講習会」という。）の

実施について、必要な事項を定めるものとする。 

2 受講対象者 

法第3条第1項の規定による家畜商の免許を受けようとする者。ただし、和歌山県暴力団排除条例（平

成23年和歌山県条例第23号）第2条第3号の暴力団員等と認められる者又は同条第1号の暴力団若しくは暴

力団員等と密接な関係を有する者を除く。 

3 実施日時 

令和3年11月18日（木）及び同月19日（金） 

両日とも午前9時から午後5時まで 

4 実施場所 

和歌山県自治会館3階 304会議室 

和歌山県和歌山市茶屋ノ丁2-1 

5 講習科目及び時間 

（1）家畜の取引に関する法令 4時間 

（2）家畜の品種及び特徴 4時間 

（3）家畜の悪癖、機能障害及び疾病 6時間 

6 講習の特例措置 

家畜商法施行令（昭和28年政令第252号）第1条の4第1項ただし書の規定による講習の特例措置の適用

を受けようとする者は、講習時間の特例措置適用申請書に必要事項を記入し、獣医師免許証又は家畜人

工授精師免許証の写しを添えて提出すること。 

7 申込時の必要書類 

（1）受講申込書 1通 

顔写真（申込前6か月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦4.0センチメートル、横3.0

センチメートルのもの）を貼付すること。 

（2）誓約書 1通 
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6及び7の各様式は、和歌山県農林水産部農業生産局畜産課のホームページからダウンロードすること

ができる。 

8 手数料 

手数料は、申込時に和歌山県収入証紙（3,200円分。消印のないものに限る。）により納付するものと

する。ただし、和歌山県収入証紙の売りさばきを受けることが困難であると認められる場合は、手数料

の額に相当する額の現金書留による郵送をもって納入をすることができる。 

なお、受講の申込みを受け付けた後は、申込みを取り下げた場合でも手数料の返還はしない。 

9 受講手続及び受付期間 

（1）申込方法 

講習会の受講を申し込む者は、（2）の受付期間の間に和歌山県農林水産部農業生産局畜産課経営・

振興班まで郵送すること。また、封筒の表に「家畜商講習会受講申込書在中」と朱書きし、必ず簡易

書留郵便にすること。 

（2）受付期間 

令和3年9月1日（水）午前9時から同月30日（木）午後5時45分までとし、受付期間中に11の郵送先に

必着させなければならない。 

なお、受講の申込みを受け付けた者には、受理した旨後日通知する。 

10 受講上の注意 

やむを得ない理由が生じた時は、講習会の日時又は場所を変更することがある。 

11 問合せ先及び郵送先 

和歌山県農林水産部農業生産局畜産課経営・振興班 

郵便番号 640-8585 

和歌山県和歌山市小松原通一丁目1番地 

電話番号 073-441-2923 

FAX 073-431-0904 

 

和歌山県告示第782号 

 測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第1項の規定に基づき国土交通省近

畿地方整備局紀伊山系砂防事務所長から公共測量を実施する旨通知があったので、次のとおり公示する。 

  令和3年8月13日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸  

1 作業の種類 公共測量（航空レーザ測量） 

2 作業期間 令和3年7月26日から令和4年2月28日まで 

3 作業地域 那智川流域（和歌山県東牟婁郡那智勝浦町） 

 

和歌山県告示第783号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条第1項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更したので告

示する。 

 この関係図面は、和歌山県県土整備部道路局道路保全課において告示の日から30日間一般の縦覧に供す

る。 

  令和3年8月13日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸  

1 道路の種類 一般国道 

2 路線名 168号 
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区     間 新旧の別 

敷 地 の 

幅  員 

 

延  長 

 

備     考 

メートル メートル  

新宮市相賀字平峪1087番1地先

から同市高田字白見3772番1地

先まで 

旧 
4.80 

～  
35.06 

5,929.00  

同上 新 
4.80 

～  
35.06 

5,929.00  

同上 新 
10.43 

～  
47.64 

4,927.80  

 

和歌山県告示第784号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条第1項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更したので告

示する。 

 この関係図面は、和歌山県県土整備部道路局道路保全課において告示の日から30日間一般の縦覧に供す

る。 

  令和3年8月13日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸  

1 道路の種類 県道 

2 路線名 岩田保呂線 

区     間 新旧の別 

敷 地 の 

幅  員 

 

延  長 

 

備     考 

メートル メートル メートル 

西牟婁郡上富田町生馬字生馬口

1497番8地先から同町生馬字生

馬口1504番1地先まで 

旧 
5.40 

～  
12.90 

107.20 山王橋        L=39.60 

同上 新 
7.20 

～  
12.90 

107.20 （仮称）新山王橋   L=39.60 

同上 新 
6.80 

～  
37.50 

138.50 一般供用仮桟橋    L=36.10 

 

和歌山県告示第785号 

 令和3年度和歌山県民文化会館小ホール舞台音響設備入力系更新備品の購入について、一般競争入札に

より落札者を決定したので、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成7

年政令第372号。以下「特例政令」という。）第12条及び和歌山県の物品等又は特定役務の調達手続の特

例を定める規則（平成7年和歌山県規則第107号）第10条の規定に基づき、次のとおり公示する。 

  令和3年8月13日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸  

1 落札に係る調達物品の名称及び数量 

和歌山県民文化会館小ホール舞台音響設備入力系更新 一式 

2 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

和歌山県会計局総務事務集中課 

和歌山市小松原通一丁目1番地 

3 落札者を決定した日 
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令和3年7月16日 

4 落札者の氏名及び住所 

ヤマハサウンドシステム株式会社大阪営業所 

大阪府大阪市淀川区西中島四丁目7番18号 

5 落札金額 

41,800,000円（うち消費税及び地方消費税の額3,800,000円） 

6 契約の相手方を決定した手続 

一般競争入札 

7 特例政令第6条の公告を行った日 

令和3年6月4日 

    選挙管理委員会告示 

和歌山県選挙管理委員会告示第46号 

 平成10年和歌山県選挙管理委員会告示第72号（不在者投票管理者となる病院等の指定）の一部を次のよ

うに改正する。 

  令和3年8月13日 

和歌山県選挙管理委員会委員長 小 濱 孝 夫  

 第2項の表中 

「 
社会福祉法人寿敬会特別養護

老人ホーム 

大 日 山 荘 

和歌山市平尾634番地 

 
 

」

を 

「 
社会福祉法人寿敬会特別養護

老人ホーム 

大 日 山 荘 

和歌山市平尾2番地1 

 

 
」

に、 

「 
社会福祉法人寿敬会ケアハウ

ス 

 バ イ オ レ ッ ト 

和歌山市平尾634番地 

 

 
」

を 

「 
社会福祉法人寿敬会ケアハウ

ス 

 バ イ オ レ ッ ト 

和歌山市平尾2番地1 

 

 
」

に改める。 
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